
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

○

急

傾

斜

地

崩

壊

危

険

区

域

の

指

定

防

災

砂

防

課

目

次

【

公

告

】

担

当

課

（

室

）

○

土

地

改

良

事

業

計

画

の

変

更

認

可

申

請

の

縦

覧

耕

地

課

○

肥

料

の

登

録

農

産

課

【

規

則

】

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

水

産

課

○

肥

料

の

登

録

の

有

効

期

間

の

更

新

〃

則

○

肥

料

の

登

録

の

失

効

〃

○

岡

山

県

河

川

管

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

河

川

課

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

則

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

○

岡

山

県

立

都

市

公

園

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

都

市

計

画

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

〃

改

正

す

る

規

則

の

完

了

○

岡

山

県

建

築

基

準

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

建

築

指

導

課

○

〃

〃

す

る

規

則

○

随

意

契

約

の

相

手

方

の

決

定

教

育

委

員

会

【

公

安

委

員

会

】

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

道

路

交

通

法

施

行

細

則

の

一

部

を

改

正

交

通

規

制

課

【

告

示

】

○

許

認

可

事

務

等

標

準

処

理

期

間

要

綱

の

一

部

改

水

産

課

す

る

規

則

正

（

県

例

規

集

登

載

）

（

県

例

規

集

登

載

）

○

指

定

通

所

支

援

の

事

業

の

廃

止

の

届

出

指

導

監

査

室

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃

－

出

○

〃

〃

○

特

定

計

量

器

定

期

検

査

産

業

企

画

課

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

岡

山

県

公

報

令和３年３月１９日 第１２２７８号



◎
岡
山
県
規
則
第
八
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
水
産
課
の
部
１
の
項
７

中
「

1
2
8

」
を
「

1
6
9

」
に
改
め
、
同
７

中
「

1
2
9

」
を
「

1
7
0

」
に
改
め
、
同
７
を
同
項
９
と
し
、
同
項
６

中
「

」
を
「

」
に

「

1
2
0

第
条

第
条

第
条

第
条

立
入

立
入

り
第

、

(1)

(2)

(1)

条
か

ら
第

条
ま

で
第

条
第

条
第

条
第

条
第

条
第

条
海

1
2
2

」
を
「

1
6
1

1
6
2

」
に
改
め
、
同
６

中
「

1
2
2

」
を
「

1
6
3

」
に
改
め
、
同
６

中
「

1
2
4

」
を
「

1
6
5

」
に
改
め
、
同
６
を
同
項
８
と
し
、
同
項
５

中
「

，

(2)

(3)

(1)

」

「

」

、「

」

「

」

、

「

」

区
漁

業
調

整
委

員
会

の
意

思
に

よ
る

選
挙

権
者

及
び

被
選

挙
権

者
の

特
定

並
び

に
漁

業
に

対
す

る
従

事
者

漁
業

者
又

は
漁

業
従

事
者

第
条

第
条

第
条

を

に

8
6

を

1
3
8

に
改
め

同
項
５

中

1
0
5

(2)

を
「

1
4
7

」
に
改
め
、
同

を
同
５

と
し
、
同
５

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
条

(2)

(3)

(1)

（

1
3
9

）

○

(2)
海

区
漁

業
調

整
委

員
会

の
委

員
の

募
集

及
び

公
表

第
条

別
表
第
三
水
産
課
の
部
１
の
項
５
を
同
項
７
と
し
、
同
項
４

中
「

6
7

」
を
「

1
2
0

」
に
改
め
、
同
４

中
「

7
2

」
を
「

1
2
2

」
に
改
め
、
同
４

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
条

第
条

第
条

第
条

(1)

(2)

(2)

（

1
2
5

）

○

(3)
協

定
の

認
定

第
条

（
1
26

）

○

(4)
認

定
協

定
へ

の
参

加
の

あ
せ

ん
第

条
っ

（

1
3
1

）

○

(5)
停

泊
命

令
等

第
条

別
表
第
三
水
産
課
の
部
１
の
項
４
を
同
項
６
と
し
、
同
項
３

中
「

」
を
「

」
に
改
め

「

」
を
削
り

「

」
を
「

1
0
6

」
に
改
め
、
同
３
を
同
項

漁
業

権
行

使
規

則
行

使
規

則
及

び
入

漁
権

行
使

規
則

第
８

条
第

条

、

、

(1)

４
と
し
、
同
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

。

５
沿

岸
漁

場
管

理
に

関
す

る
こ

と
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（

1
0
9

1
1
6

)

○

(1)
沿

岸
漁

場
管

理
団

体
の

指
定

及
び

取
消

し
第

条
第

条
，

（

1
1
1

）

○

(2)
沿

岸
漁

場
管

理
規

程
の

認
可

及
び

変
更

の
認

可
第

条

第
条

第
条

第
条

第
条

第
条

第
条

第
条

第

別
表
第
三
水
産
課
の
部
１
の
項
２

中
「

1
0

」
を
「

6
9

」
に
改
め
、
同
２

中
「

1
4

」
を
「

7
2

」
に
改
め
、
同
２

中
「

2
1

」
を
「

7
5

」
に
改
め
、
同
２

中
「

2
2

」
を
「

(1)

(2)

(3)

(4)

条
第

条
第

条
第

条
第

条
第

条
第

条
第

条
か

ら
第

条
第

7
6

」
に
改
め
、
同
２

中
「

2
4

」
を
「

7
8

」
に
改
め
、
同
２

中
「

2
6

」
を
「

7
9

」
に
改
め
、
同
２

中
「

3
6

」
を
「

8
8

」
に
改
め
、
同
２

中
「

3
7

4
0

」
を
「

(5)

(6)

(7)

(8)

8
9

9
2

9
4

」
に
改
め
、
同
２

中
「

5
0

」
を
「

11
7

」
に
改
め
、
同
２
を
同
項
３
と
し
、
同
項
１
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

条
第

条
か

ら
第

条
第

条
第

条
，

(9)

。

２
水

産
資

源
の

保
存

及
び

管
理

に
関

す
る

こ
と

（

1
4

）

○

(1)
都

道
府

県
資

源
管

理
方

針
の

策
定

変
更

及
び

公
表

第
条

，

（

1
6

）

○

(2)
知

事
管

理
漁

獲
可

能
量

の
設

定
変

更
及

び
公

表
第

条
，

（
1
7

）

○

(3)
漁

獲
割

当
割

合
の

設
定

第
条

（

1
9

）

○

(4)
年

次
漁

獲
割

当
量

の
設

定
第

条（

2
1

）

○

(5)
漁

獲
割

当
割

合
の

移
転

の
認

可
第

条

（

2
2

）

○

(6)
年

次
漁

獲
割

当
量

の
移

転
の

認
可

第
条

○

(7)
適

格
性

の
喪

失
等

に
よ

る
漁

獲
割

当
割

合
及

び
年

次
漁

獲
割

当
量

の
取

（

2
3

）

消
し

第
条
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（

27

）

○

(8)
年

次
漁

獲
割

当
量

超
過

に
よ

る
停

泊
命

令
等

第
条

（

2
8

）

○

(9)
年

次
漁

獲
割

当
量

の
控

除
第

条

（

2
9

）

○

(10)
漁

獲
割

当
割

合
の

削
減

第
条

（

3
4

）

○

(11)
採

捕
の

停
止

等
の

命
令

違
反

に
よ

る
停

泊
命

令
等

第
条

別
表
第
三
水
産
課
の
部
中

の
項
を

の
項
と
し
、
９
の
項
か
ら

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
８
の
項
を
削
り
、
同
部
７
の
項
１
中
「

1
8

」
を
「

2
2

」
に
改
め
、
同
項
を
同
部
９
の
項
と
し
、

第
条

第
条

35

36

34

第
２

項
第

９
条

第

６
の
項
を
８
の
項
と
し
、
５
の
項
を
７
の
項
と
し
、
４
の
項
を
６
の
項
と
し
、
同
部
３
の
項
１
中
「

」
を
削
り
、
同
項
を
同
部
５
の
項
と
し
、
同
部
２
の
項
中
２
を
削
り
、
同
項
１
中
「

」
を
「

，

1
6

」
に
改
め
、
同
１
を
同
項
２
と
し
、
同
２
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

条

（

1
2

）

○

１
漁

業
許

可
の

制
限

措
置

等
の

公
示

第
条

別
表
第
三
水
産
課
の
部
２
の
項
３
中
「

」
を
「

」
に

「

3
2

」
を
「

2
4

」
に
改
め
、
同
項
４
中
「

3
4

」
を
「

4
3

」
に
改
め
、
同
項
５
中
「

4
5

」
を
「

4
4

」
に
改
め
、
同
項

操
業

効
力

第
条

第
条

第
条

第
条

第
条

第
条

、

「

（

」

「

（

」

、

「

（

」

「

（

」

６
中

4
7

を

4
5

に
改
め

同
項
７
中

4
8

5
1

を

4
7

適
用

除
外

許
可

第
条

制
限

又
は

禁
止

の
適

用
除

外
の

許
可

第
条

違
反

船
舶

に
対

す
る

措
置

命
令

第
条

か
ら

第
条

ま
で

乗
組

み
禁

止
命

令
第

条

に
改
め
、
同
項
を
同
部
４
の
項
と
し
、
１
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

（

2
5

（

1
0

）

○

２
漁

業
法

施
行

令
昭

和
年

１
認

定
協

定
の

変
更

及
び

認
定

の
取

消
し

第
条

政
令

第
号

に
関

す
る

事
務

3
0

）

（

（

4
2

）

○

３
漁

業
法

施
行

規
則

令
和

２
１

特
定

水
産

動
植

物
の

採
捕

の
禁

止
の

適
用

除
外

の
許

可
第

条

年
農

林
水

産
省

令
第

号
に

47

）

関
す

る
事

務
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
九
号

岡
山
県
河
川
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
河
川
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
河
川
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
中
「
様
式
に
よ
り
」
を
削
る
。

様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月１９日　岡山県公報　第１２２７８号



◎
岡
山
県
規
則
第
十
号

岡
山
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
都
市
公
園
内
行
為
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
」
を
削
り
、
「
提
出
」
を
「
申

請
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
有
料
公
園
施
設
使
用
許
可
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
正
副
二
通
を
知
事
に
」
を
「
知
事

に
申
請
し
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
公
園
施
設
設
置
許
可
申
請
書
（
様
式
第
三
号
）
又
は
公
園
施
設
管
理
許
可
申
請
書
（
様

式
第
四
号
）
を
」
を
削
り
、
「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
都
市
公
園
占
用
許
可
申
請
書
（
様
式
第
五
号
）
を
」
を
削
り
、
「
提
出
」
を
「
申
請
」

に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
変
更
許
可
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
を
」
を
削
り
、
「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め

る
。第

七
条
中
「
許
可
更
新
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
を
」
を
削
り
、
「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め

る
。第

八
条
中
「
対
し
、
」
の
下
に
「
知
事
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
」
を
加
え
、
同
条
た
だ
し
書

を
削
る
。

第
十
条
中
「
総
合
グ
ラ
ウ
ン
ド
野
球
場
入
場
料
金
報
告
書
（
様
式
第
九
号
）
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
六
項
中
「
に
、
」
を
「
に
提
出
し
、
」
に
改
め
、
「
使
用
料
等
減
免
申
請
書
（
様
式
第

十
号
）
を
」
を
削
り
、
「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
中
「
に
、
」
を
「
に
提
出
し
、
」
に
改
め
、
「
使
用
料
等
還
付
申
請
書
（
様
式
第
十
一

号
）
を
」
を
削
り
、
「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
、
「
使
用
料
等
還
付
調
書
（
様
式
第
十
二
号
）
を
も
つ

て
こ
れ
に
代
え
る
」
を
「
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
十
三
号
」
を
「
様
式
第
一
号
」
に
、
「
様
式
第
十
四
号
」
を
「
様
式

第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
書
類
の
経
由
）

条
例
及
び
こ
の
規
則
に
よ
り
知
事
に
申
請
し
、
報
告
し
、
又
は
届
け
出
る
こ
と
と
な
つ
て

第
十
七
条

い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
所
轄
す
る
県
民
局
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
そ
の
他
）こ

の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
十
八
条

別
表
第
二
体
育
館
の
項
中
「
七
、
三
三
○
円
」
を
「
七
、
五
四
〇
円
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
様
式
第
十
三
号
を
様
式
第
一
号
と
し
、
様
式
第
十

四
号
を
様
式
第
二
号
と
し
、
様
式
第
十
五
号
か
ら
様
式
第
二
十
一
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
十
一
号

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
申
請
書
又
は
届
出
書
」
を
「
申
請
又
は
届
出
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
場
合

」
を
「
場
合

知
事
が
別
に
定
め
る
」
に
改
め

「

様
式
第
一
号

」

、
（

）

を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
場
合

」
を
「
場
合

知
事
が
別
に
定
め
る
」
に
改
め

「

様
式
第
一

、
（

号
の
二

を
削
り

同
条
第
四
号
中

場
合

を

場
合

知
事
が
別
に
定
め
る

に
改
め

様

）
」

、

「

」

「

」

、「
（

式
第
一
号
の
三

」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
場
合

」
を
「
場
合

知
事
が
別
に
定
め
る
」
に
改

）

め

「

様
式
第
一
号
の
四

」
を
削
る
。

、
（

）

第
五
条
第
一
項
中
「
名
義
変
更
等
届
（
様
式
第
一
号
の
五
）
を
」
を
削
り

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」

、

を
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
名
義
変
更
等
届
」
を
「
規
定
に
よ
る
届
出
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
名
義
変
更
等
届
の
提
出
」
を
「
規
定
に
よ
る
届
出
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
工
事
取
り
や
め
届
（
様
式
第
二
号
）
に
」
を
削
り

「
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を

、

「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
工
事
取
り
や
め
届
の
提
出
」
を
「
規
定
に
よ
る
届

」

、

「

（

）

」

、「

」

出

に
改
め

同
条
第
三
項
中

申
請
取
下
書

様
式
第
三
号

を

を
削
り

提
出
し
な
け
れ
ば

を
「
届
け
出
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
第
八
号
中
「
と
同
一
の
種
類
の
工
作
物
」
を
削
り

「

」
の
下
に
「
と
同
一
の
種

、

。
）

類
の
工
作
物
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
手
数
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第
四
号
）
を
知
事
に
提
出
」

を
「
知
事
に
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
に
よ
り
手
数
料
減
免
申
請
書
を
提
出
」
を
「
に
よ
る

申
請
を
」
に
改
め

「
当
該
申
請
書
を
提
出
す
る
際
に

」
を
削
り

「
添
え
て
提
出
」
を
「
添
え
て
申

、

、

、

請
」
に

「
手
数
料
減
免
申
請
書
を
提
出
」
を
「
申
請
を
」
に
改
め
る
。

、

第
十
条
中
「
工
事
監
理
状
況
報
告
書
（
様
式
第
六
号
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
」
を
「
こ
れ
に
応
じ
な

け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位
置
の
指
定
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十

三
条
に
お
い
て
「
道
路
の
位
置
の
指
定
」
と
い
う

）
又
は
そ
の
変
更
若
し
く
は
廃
止
を
申
請
し
よ

。
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う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
図
書
又
は
書
面
を
添
え
て
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

道
路
の
位
置
の
指
定
（
指
定
変
更
・
指
定
廃
止
）
区
域
内
の
権
利
者
及
び
管
理
者
の
一
覧

二

権
利
者
の
承
諾
書

三

管
理
者
の
承
諾
書

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

「

」

「

」

、「

」

「

」

第
十
一
条
第
二
項
中

前
項

を

前
項
第
二
号

に
改
め

及
び

の
下
に

同
項
第
三
号
の

を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
道
路
の
位
置
の
指
定
（
指
定
変
更
・
指
定
廃
止
）
通
知
書
（
様
式
第
七
号

そ
の

）
を
」
を
削
り

「
交
付
」
を
「
通
知
」
に
改
め
る
。

、

(二)
第
十
二
条
第
一
項
中
「
知
事
に
提
出
」
を
「
、
知
事
に
申
請
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
あ
つ
て

、
」

「

」

、「
（

）

」

「

」

は

の
下
に

第
三
条
第
二
号
の

を
加
え

様
式
第
一
号

及
び

を

及
び
同
条
第
三
号
の

に
改
め

様
式
第
一
号
の
二

を
削
り

同
項
第
四
号
中

追
加
調
書

様
式
第
十
号

を

知

、
「
（

）
」

、

「

（

）
」

「

事
が
別
に
定
め
る
追
加
調
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め

る
。第

十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
敷
地
等
」
を
「
知
事

が
別
に
定
め
る
敷
地
等
」
に
改
め

「

様
式
第
十
号
の
二

」
を
「
並
び
に
」
に
改
め

「
の
承
諾
書

、
（

）
、

、

（
様
式
第
十
号
の
三

」
及
び
「

様
式
第
十
一
号

」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
追
加
調
書
（
様
式

）

（

）

第
十
号

」
を
「
第
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
追
加
調
書
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
あ
つ
て
は

」

）

、

「

」

、「
（

）
」

、

「

」

の
下
に

第
三
条
第
四
号
の

を
加
え

様
式
第
一
号
の
三

を
削
り

同
条
第
二
項
中

提
出

を
「
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
建
築
認
定
申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
の
二
そ
の

）
の
正
本

(一)

及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ

」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
建
築
認

、

、

定
申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
の
三
そ
の

）
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ

」
を
削
り

「
提
出
」

、

、

(一)

を
「
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
建
築
認
定
申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
の
四
そ
の

）
の
正
本

(一)

及
び
副
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ

」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
そ
れ
ぞ

、

、

れ
、
建
築
認
定
通
知
書
（
様
式
第
十
一
号
の
二
そ
の

、
様
式
第
十
一
号
の
三
そ
の

又
は
様
式
第
十

(二)

(二)

一
号
の
四
そ
の

）
を
」
を
削
り

「
交
付
」
を
「
通
知
」
に
改
め
る
。

、

(二)

第
十
八
条
第
一
項
中
「
建
築
協
定
認
可
（
変
更
認
可
）
申
請
書
（
様
式
第
十
二
号
そ
の

）
に
」
を

(一)

削
り

提
出

を

申
請

に
改
め

同
条
第
二
項
中

建
築
協
定
認
可

変
更
認
可

通
知
書

様

、「

」

「

」

、

「

（

）

（

式
第
十
二
号
そ
の

）
を
」
を
削
り

「
交
付
」
を
「
通
知
」
に
改
め
る
。

、

(二)

第
十
九
条
第
一
項
中
「
建
築
協
定
廃
止
認
可
申
請
書
（
様
式
第
十
三
号
そ
の

）
に

」
を
削
り
、

、

(一)

「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
建
築
協
定
廃
止
認
可
通
知
書
（
様
式
第
十
三
号
そ
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の

）
を
」
を
削
り

「
交
付
」
を
「
通
知
」
に
改
め
る
。

、

(二)第
二
十
条
第
一
項
中
「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
に
つ
い
て
」
を
「
に
係
る

知
事
が
別
に
定
め
る
」
に
改
め

「

様
式
第
十
四
号

」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
省
令
」
を
「
知

、
（

）

事
が
別
に
定
め
る
省
令

に
改
め

様
式
第
十
五
号

を
削
り

同
条
第
三
項
中

提
出

を

申

」

、「
（

）
」

、

「

」

「

請
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
に
つ
い
て
」
を
「
に
係
る
知
事
が
別
に
定
め
る
」
に
改
め

「

様

、
（

式
第
十
四
号

」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
様
式
第
十
六
号
に
よ
る
」
を
「
知
事
が
別
に
定
め
る
」

）

、

「

」

「

」

、「
（

）
」

に
改
め

同
条
第
五
項
中

省
令

を

知
事
が
別
に
定
め
る
省
令

に
改
め

様
式
第
十
五
号

を
削
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
に
つ
い
て
」
を
「
に
係

る
知
事
が
別
に
定
め
る

に
改
め

様
式
第
十
四
号

を
削
り

同
条
第
二
項
中

省
令

を

知

」

、「
（

）
」

、

「

」

「

事
が
別
に
定
め
る
省
令
」
に
改
め

「

様
式
第
十
七
号

」
を
削
る
。

、
（

）

「

」

「

」

、

第
二
十
三
条
中

第
十
一
条
の
四
第
一
項
第
一
号

を

第
十
一
条
の
三
第
一
項
第
一
号

に
改
め

「
知
事
が
別
に
定
め
る
申
請
書
を
」
を
削
り

「
提
出
」
を
「
申
請
」
に
改
め
る
。

、

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
そ
の
他
）

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

第
二
十
四
条

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
十
七
号
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
三
条
の
改
正
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
三
号

許
認
可
事
務
等
標
準
処
理
期
間
要
綱
（
昭
和
五
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

第
８

条
第

６
項

第
条

第
３

項
漁

業
権

行
使

規
則

等
の

認
可

漁
獲

割
当

割
合

の
設

定
日

日
第

別
表
農
林
水
産
部
の
部
水
産
課
の
項
１
中
「

」
を
「

1
7

」
に

「

」
を
「

」
に

「2
0

」
を
「3

0

」
に
改
め
、
同
項
２
中
「

、

、

」
を
「

2
1

」
に

「

」
を
「

」
に

「2
0

」
を
「3

0

」
に
改
め
、
同
項
中
５
及
び
６
を
削
り
、
同
項
４

８
条

第
７

項
第

条
第

１
項

漁
業

権
行

使
規

則
等

の
変

更
又

は
廃

止
の

認
可

漁
獲

割
当

割
合

の
移

転
の

認
可

日
日

、

、

中
「

1
4

」
を
「

7
2

」
に

「

（

」
を
「

」
に
改
め
、
同
４
を
同
項
５
と
し
、
同
項
３
中
「

1
0

」
を
「

6
9

」
に
改
め
、
同
３
を
同
項

第
条

第
４

項
第

条
第

６
項

特
定

区
画

漁
業

権
継

続
団

体
漁

業
権

第
条

第
条

第
１

項

、

）

４
と
し
、
同
項
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
漁

業
法

第
条

第
１

項
年

次
漁

獲
割

当
量

の
移

転
の

認
可

日
2
2

3
0

第
条

第
１

項
第

条
第

１
項

第
条

第
２

項
第

条
第

２
項

漁
業

権
個

別
漁

業

別
表
農
林
水
産
部
の
部
水
産
課
の
項
７
中
「

2
2

」
を
「

7
6

」
に
改
め
、
同
７
を
同
項
６
と
し
、
同
項
８
中
「

2
4

」
を
「

7
8

」
に

「

」
を
「

、

」
に
改
め
、
同
８
を
同
項
７
と
し
、
同
項

中
「

4
0

4
6

」
を
削
り
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

4
7

」
を
「

4
5

」
と
し
、
同

を
同
項

と
し
、

権
昭

和
年

岡
山

県
規

則
第

号
第

条
第

１
項

第
条

第
１

項

（

）

26

26

37

25

25

35

同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

35

日
3
6

1
5

岡
山

県
内

水
面

漁
業

調
整

規
則

昭
和

年
岡

山
県

規
則

第
号

水
産

動
植

物
の

採
捕

の
許

可

（

）

4
0

46

第
６

条
第

１
項

別
表
農
林
水
産
部
の
部
水
産
課
の
項

中
「

4
5

」
を
「

4
4

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

2
1

」
を
「

1
7

」
に

「

」
を

第
条

第
１

項
第

条
第

１
項

第
条

第
１

項
第

条
第

１
項

漁
業

の
起

業
の

認
可

、

24

24

34

23

制
限

措
置

の
内

容
の

変
更

許
可

日
日

第
条

第
１

項
第

７
条

漁
業

の
許

可
内

容
の

変
更

許
可

漁
業

の
起

業
の

認

「

」
に

「1
0

」
を
「1

5

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

1
6

」
を
「

」
に

「

」
を
「

、

、

23

33

22

」
に

「1
5

」
を
「1

0

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項

中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同
項
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を
十
ず
つ
繰
り
下
げ
、

可
日

日
第

７
条

第
５

条
第

１
項

、

22

32

21

21

31

20

30

11

19

同
項

中
「

1
2
9

」
を
「

1
7
0

」
に
改
め
、
同

を
同
項

と
し
、
同

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
条

第
３

項
第

条
第

３
項

10

10

19

19

日
2
0

1
5

漁
業

法
施

行
規

則
令

和
２

年
農

林
水

産
省

令
第

号
第

条
特

定
水

産
動

植
物

の
採

捕
の

禁
止

の
適

用
除

外
の

（

47

）

4
2

第
１

項
許

可

令和３年３月１９日　岡山県公報　第１２２７８号



別
表
農
林
水
産
部
の
部
水
産
課
の
項
９
中
「

1
2
9

」
を
「

1
7
0

」
に
改
め
、
同
９
を
同
項

と
し
、
同
項
７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
条

第
１

項
第

条
第

１
項

18

８
漁

業
法

第
条

第
１

項
個

別
漁

業
権

の
移

転
の

認
可

日
7
9

90

９
漁

業
法

第
条

第
１

項
休

業
中

の
漁

業
の

許
可

日
8
8

40

漁
業

法
第

条
第

７
項

第
９

項
行

使
規

則
の

認
可

及
び

変
更

又
は

廃
止

の
認

可
日

1
0

1
0
6

2
0

，

漁
業

法
第

条
第

１
項

沿
岸

漁
場

管
理

団
体

の
指

定
日

1
1

1
0
9

4
0

漁
業

法
第

条
第

１
項

第
３

項
沿

岸
漁

場
管

理
規

程
の

認
可

及
び

変
更

の
認

可
日

1
2

1
1
1

4
0

，

日
1
3

4
0

漁
業

法
第

条
第

１
項

沿
岸

漁
場

管
理

規
程

に
基

づ
く

保
全

活
動

の
休

廃
1
1
5

止
の

認
可

漁
業

法
第

条
第

１
項

協
定

の
認

定
日

1
4

1
2
5

1
5

漁
業

法
第

条
第

条
土

地
の

使
用

及
び

立
入

り
等

の
許

可
日

1
5

1
6
1

1
6
2

1
5

，

漁
業

法
第

条
障

害
物

の
除

却
等

の
許

可
日

1
6

1
6
3

1
5

漁
業

法
第

条
第

１
項

土
地

及
び

土
地

の
定

着
物

の
使

用
の

認
可

日
1
7

1
6
5

4
0

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月１９日　岡山県公報　第１２２７８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
四
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

す
て
っ
ぷ

２

所
在
地

玉
野
市
宇
野
一

三
四

一
〇

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
玉
野
つ
つ
じ
ね
っ
と

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
長
尾
一
二
一

三

－

三

廃
止
年
月
日

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
四
〇
〇
〇
二
八

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援

令和３年３月１９日　岡山県公報　第１２２７８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ほ
ほ
え
み
わ
ぁ
く

２

所
在
地

瀬
戸
内
市
邑
久
町
豊
原
五
五

二

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
О
瀬
戸
内

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

瀬
戸
内
市
福
谷
一
九
二
八

三

廃
止
年
月
日

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
一
二
〇
〇
一
四
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

令和３年３月１９日　岡山県公報　第１２２７８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

Ｐ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ａ

Ｄ
Ｏ

２

所
在
地

吉
備
中
央
町
下
加
茂
一
五
〇
六

一
〇
九

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社

吉
備
高
原
Ｐ
Ａ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ａ

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

吉
備
中
央
町
上
田
西
二
三
九
三

一
七

－

三

廃
止
年
月
日

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
三
九
〇
〇
二
〇
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

就
労
継
続
支
援
（
Ａ
型
）

令和３年３月１９日　岡山県公報　第１２２７８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
七
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
定

期
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

な
お
、
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器
は
、
ひ
ょ
う
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
非
自
動
は
か
り
（
計

量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

く

、
分
銅
及
び
お
も
り
と
す
る
。

。
）令

和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
場
所
及
び
期
日

区

域

場

所

期

日

浅

口

市

浅
口
市
役
所
寄
島
総
合
支
所

令
和
三
年

一
〇:

三
〇
～

五
月

十
一
日

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

浅
口
市
役
所
金
光
総
合
支
所

〃

十
二
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

浅
口
市
役
所

〃

十
三
日

一
〇:
三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:
〇
〇

〃

〃

十
四
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

里

庄

町

里
庄
町
福
祉
会
館

〃

十
七
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

十
八
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

矢

掛

町

矢
掛
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

〃

十
九
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

二
十
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

鏡

野

町

富
振
興
セ
ン
タ
ー

〃

二
四
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

上
斎
原
振
興
セ
ン
タ
ー

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

令和３年３月１９日　岡山県公報　第１２２７８号



奥
津
振
興
セ
ン
タ
ー

〃

二
五
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

鏡
野
町
商
工
会
本
所

〃

二
六
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

〃

〃

二
七
日

一
〇:

三
〇
～

一
二:

〇
〇

〃

〃

〃

一
三:

三
〇
～

一
五:

〇
〇

二

実
施
機
関

岡
山
県
指
定
定
期
検
査
機
関

一
般
社
団
法
人
岡
山
県
計
量
協
会

令和３年３月１９日　岡山県公報　第１２２７８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称

高
崎
土
地
改
良
区

二

地
区
名
及
び
工
種

地
区
名

工

種

丘
２
番
川
１

１
号

か
ん
が
い
排
水

－

三

認
可
年
月
日

令
和
三
年
三
月
四
日

令和３年３月１９日　岡山県公報　第１２２７８号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

西
一
宮
中
北
上
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

津
山
市
下
田
邑
字
川
西
一
三
五
五
番
一
地
先
か

新

六
七
八
・
〇

ら

一
三
・
一
～

津
山
市
下
田
邑
字
仲
田
一
八
六
三
番
一
地
先
ま

四
〇
・
二

で津
山
市
下
田
邑
字
川
西
一
三
五
五
番
一
地
先
か

旧

六
八
二
・
三

ら

六
・
一
～

津
山
市
下
田
邑
字
仲
田
一
八
六
三
番
一
地
先
ま

二
三
・
六

で
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

西
一
宮
中
北

津
山
市
下
田
邑
字
川
西
一
三
五
五
番
一
地
先
か
ら

令
和
三
年
三

上
線

津
山
市
下
田
邑
字
仲
田
一
八
六
三
番
一
地
先
ま
で

月
十
九
日
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
一
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
地
区
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
に
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
岡
山
県
土
木
部
防
災
砂
防
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

牛
神
地
区

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
設
置
し
た
標
柱
一
号
か
ら
十
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

一
号
と
十
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
並
び
に
標
柱
十
九
号
か
ら
二
十
三
号
ま
で
を
順
次
結

ん
だ
線
及
び
標
柱
十
九
号
と
二
十
三
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
区
域

岡
山
県
総
社
市
東
阿
曽
字
牛
神
七
四
〇
番

一
号
、
二
号
及
び
十
八
号

〃

〃

〃

〃

七
四
五
番

三
号
及
び
四
号

〃

〃

〃

〃

七
四
六
番

五
号

〃

〃

〃

〃

七
二
一
番

六
号
、
七
号
、
十
号
、
十
七
号

及
び
二
十
号

〃

〃

〃

〃

七
三
五
番
一

八
号

〃

〃

〃

〃

七
二
三
番

九
号
、
二
十
一
号
及
び
二
十
二
号

〃

〃

〃

〃

七
三
〇
番

十
一
号

〃

〃

〃

〃

七
三
二
番

十
二
号
及
び
十
三
号

〃

〃

〃

〃

七
三
五
番
三

十
四
号

〃

〃

〃

〃

七
三
六
番
一

十
五
号
及
び
十
六
号

〃

〃

〃

字
大
池
ノ
下
六
五
四
番

十
九
号

〃

〃

〃

〃

六
五
二
番
一

二
十
三
号
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〔
一
一
四
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧

に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
者

高
崎
土
地
改
良
区

二

地
区
名

六
間
丘
３
番
川
（
非
補
助
土
地
改
良
（
か
ん
が
い
排
水
）
事
業
）

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

計
画
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
書

土
地
改
良
区
定
款

事
業
計
画
書

四

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
四
月
九
日
ま
で

五

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
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〔
一
一
五
〕
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登
録
を
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

登

録

年

月

日

岡

山

県

大
豆
油
か
す
及
び
そ

７
．
０
脱
脂
大
豆

窒

素

全

量

七
・
〇

該
当
な
し

日
清
オ
イ
リ
オ
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社

令
和
二
年
四
月
一
日

第
一
一
七
六

の
粉
末

り

ん

酸

全

量

一
・
〇

東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
二
三
番
一
号

号

加

里

全

量

一
・
〇
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〔
一
一
六
〕
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

更

新

年

月

日

岡

山

県

魚
か
す
粉
末

魚
荒
粕
粉
末
７
号

窒

素

全

量

七
・
〇

該
当
な
し

小
山
物
産
株
式
会
社

令
和
二
年
十
月
十
二
日

第
八
〇
五
号

り

ん

酸

全

量

七
・
〇

岡
山
県
岡
山
市
北
区
延
友
四
三
六
番
地
の
一

岡

山

県

消
石
灰

７
０
．
０
消
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

七
〇
・
〇

該
当
な
し

日
ノ
丸
鉱
業
株
式
会
社

令
和
二
年
三
月
五
日

第
八
一
三
号

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
一
一
番
四
ー

九
〇
〇
号

岡

山

県

消
石
灰

６
０
．
０
消
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

六
〇
・
〇

該
当
な
し

株
式
会
社
木
綿
屋

令
和
二
年
十
一
月
六
日

第
八
一
七
号

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
一
一
番
四
ー

九
〇
〇
号

岡

山

県

消
石
灰

６
５
．
０
消
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

六
五
・
〇

該
当
な
し

株
式
会
社
木
綿
屋

令
和
二
年
十
一
月
六
日

第
八
一
八
号

大
阪
府
大
阪
市
北
区
梅
田
一
丁
目
一
一
番
四
ー

九
〇
〇
号

岡

山

県

生
石
灰

８
０
．
０
生
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

八
〇
・
〇

該
当
な
し

株
式
会
社
カ
ル
フ
ァ
イ
ン

令
和
二
年
六
月
十
二
日

第
八
三
四
号

岡
山
県
高
梁
市
松
原
通
二
一
一
一
番
地
三

岡

山

県

消
石
灰

７
０
．
０
消
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

七
〇
・
〇

該
当
な
し

株
式
会
社
カ
ル
フ
ァ
イ
ン

令
和
二
年
六
月
十
二
日

令和３年３月１９日　岡山県公報　第１２２７８号



第
八
四
七
号

岡
山
県
高
梁
市
松
原
通
二
一
一
一
番
地
三

岡

山

県

魚
か
す
粉
末

魚
荒
粕
粉
末
８
６
号

窒

素

全

量

八
・
〇

該
当
な
し

小
山
物
産
株
式
会
社

令
和
二
年
十
月
十
二
日

第
八
六
八
号

り

ん

酸

全

量

六
・
〇

岡
山
県
岡
山
市
北
区
延
友
四
三
六
番
地
の
一

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

粒
状
副
産
苦
土
石
灰
１
号

ア

ル

カ

リ

分

四
五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

米
田
産
業
株
式
会
社

令
和
二
年
十
一
月
二
日

第
八
七
一
号

く

溶

性

苦

土

二
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

岡
山
県
備
前
市
浦
伊
部
一
一
八
四
番
地
の
二
八

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

粒
状
副
産
苦
土
石
灰
２
号

ア

ル

カ

リ

分

四
〇
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

米
田
産
業
株
式
会
社

令
和
二
年
十
一
月
二
日

第
八
七
二
号

く

溶

性

苦

土

一
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

岡
山
県
備
前
市
浦
伊
部
一
一
八
四
番
地
の
二
八

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

卵
殻
粉

ア

ル

カ

リ

分

五
〇
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

有
限
会
社
ア
グ
ミ
ッ
ク

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

第
八
八
九
号

有
害
成
分
の
最
大

岡
山
県
真
庭
市
草
加
部
一
四
六
三
番
地

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

う
ら
べ
粉
状
石
灰
質
肥
料

ア

ル

カ

リ

分

四
六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

卜
部
産
業
株
式
会
社

令
和
二
年
七
月
二
十
日

第
九
二
四
号

有
害
成
分
の
最
大

広
島
県
福
山
市
新
浜
町
一
丁
目
五
番
一
五
号
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量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

５
０
副
産
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

五
〇
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

キ
ユ
ー
ピ
ー
タ
マ
ゴ
株
式
会
社

令
和
二
年
四
月
十
五
日

第
九
八
五
号

有
害
成
分
の
最
大

東
京
都
調
布
市
仙
川
町
二
丁
目
五
番
地
七

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り

岡

山

県

な
た
ね
油
か
す
及
び

発
酵
な
た
ね
粕

窒

素

全

量

四
・
五

該
当
な
し

有
限
会
社
ア
グ
ミ
ッ
ク

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日

第
一
〇
二
二

そ
の
粉
末

り

ん

酸

全

量

二
・
〇

岡
山
県
真
庭
市
草
加
部
一
四
六
三
番
地

号

加

里

全

量

一
・
〇

岡

山

県

な
た
ね
油
か
す
及
び

な
た
ね
油
粕
ペ
レ
ッ
ト

窒

素

全

量

五
・
三

該
当
な
し

マ
ル
ハ
製
肥
株
式
会
社

令
和
二
年
十
一
月
六
日

第
一
〇
二
五

そ
の
粉
末

り

ん

酸

全

量

二
・
〇

岡
山
県
岡
山
市
北
区
延
友
四
三
六
番
地
の
一

号

加

里

全

量

一
・
〇

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

石
灰
質
肥
料

ア

ル

カ

リ

分

四
五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

有
限
会
社
岩
倉

令
和
二
年
六
月
十
九
日

第
一
〇
五
六

有
害
成
分
の
最
大

大
阪
府
藤
井
寺
市
川
北
三
丁
目
一
番
四
号

号

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り
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岡

山

県

加
工
家
き
ん
ふ
ん
肥

発
酵
鶏
糞

窒

素

全

量

二
・
五

含
有
を
許
さ
れ
る

有
限
会
社
ア
グ
ミ
ッ
ク

令
和
二
年
十
月
十
五
日

第
一
〇
六
一

料

り

ん

酸

全

量

五
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

岡
山
県
真
庭
市
草
加
部
一
四
六
三
番
地

号

加

里

全

量

三
・
〇

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り

岡

山

県

副
産
植
物
質
肥
料

副
産
植
物
質
肥
料
１
号

窒

素

全

量

四
・
〇

該
当
な
し

エ
ム
シ
ー
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
コ
ム
株
式
会
社

令
和
二
年
六
月
十
五
日

第
一
〇
八
七

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
一
〇
番
地

号岡

山

県

副
産
植
物
質
肥
料

副
産
植
物
質
肥
料
２
号

窒

素

全

量

三
・
五

該
当
な
し

エ
ム
シ
ー
・
フ
ァ
ー
テ
ィ
コ
ム
株
式
会
社

令
和
二
年
六
月
十
五
日

第
一
〇
八
九

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
一
丁
目
一
〇
番
地

号岡

山

県

混
合
有
機
質
肥
料

液
状
混
合
有
機
質
肥
料
５
１

窒

素

全

量

五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

株
式
会
社
ア
ミ
ノ
ー
ル
化
学
研
究
所

令
和
二
年
十
二
月
二
日

第
一
一
一
四

１

り

ん

酸

全

量

一
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
江
戸
町
九
八
番
地
一

号

加

里

全

量

一
・
〇

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り

岡

山

県

消
石
灰

苦
土
消
石
灰

ア

ル

カ

リ

分

六
五
・
〇

該
当
な
し

醒
井
工
業
株
式
会
社

令
和
二
年
五
月
八
日

第
一
一
二
九

く

溶

性

苦

土

五
・
〇

滋
賀
県
米
原
市
大
鹿
一
二
一
四
番
地

号
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岡

山

県

副
産
動
物
質
肥
料

内
海
有
機
入
り
副
産
動
物
質

窒

素

全

量

七
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

内
海
工
業
株
式
会
社

令
和
二
年
十
月
七
日

第
一
一
六
〇

肥
料

有
害
成
分
の
最
大

岡
山
県
倉
敷
市
玉
島
柏
島
七
〇
八
八
番
地
の
三

号

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り

岡

山

県

混
合
有
機
質
肥
料

新
サ
ー
ジ
ン
Ｅ
Ｘ

窒

素

全

量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

ア
ス
カ
バ
イ
オ
株
式
会
社

令
和
二
年
十
一
月
十
一
日

第
一
一
六
一

り

ん

酸

全

量

三
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
一
六
番
七
号

号

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り
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〔
一
一
七
〕
肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
は
失
効
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

登
録
番
号

肥
料
の
種
類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

失

効

年

月

日

岡

山

県

大
豆
油
か
す
及
び
そ

７
．
０
脱
脂
大
豆

窒

素

全

量

七
・
〇

該
当
な
し

日
清
オ
イ
リ
オ
グ
ル
ー
プ
株
式
会
社

令
和
二
年
四
月
七
日

第
一
一
五
四

の
粉
末

り

ん

酸

全

量

一
・
三

東
京
都
中
央
区
新
川
一
丁
目
二
三
番
一
号

号

加

里

全

量

一
・
八

岡

山

県

な
た
ね
油
か
す
及
び

５
．
３
ペ
レ
ッ
ト
な
た
ね
油

窒

素

全

量

五
・
三

該
当
な
し

Ｊ
Ａ
西
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日

第
一
一
五
五

そ
の
粉
末

か
す

り

ん

酸

全

量

二
・
〇

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
浜
辺
通
五
丁
目
一
番
一

号

加

里

全

量

一
・
〇

四
号

岡

山

県

副
産
石
灰
肥
料

Ａ
／
Ｊ
副
産
石
灰
肥
料
１
号

ア

ル

カ

リ

分

三
五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る

Ｊ
Ｆ
Ｅ
ス
チ
ー
ル
株
式
会
社

第
一
一
六
九

く

溶

性

苦

土

一
・
〇

有
害
成
分
の
最
大

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
二
番
三
号

令
和
二
年
八
月
二
十
日

号

量
及
び
そ
の
他
の

制
限
事
項
は
公
定

規
格
の
と
お
り
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〔
一
一
八
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施

す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

岡
山
県
全
域

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令和３年３月１９日　岡山県公報　第１２２７８号



〔
一
一
九
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。令

和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
備
中
局

岡
山
県
都
窪
郡
早
島
町
早
島
字
中
尾
五
〇

四
・
〇
五

三
三
・
二
〇

建
第
二
〇
四
八
号

〇
番
一
四

令
和
三
年
三
月
十
一

日
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〔
一
二
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
南
溝
手
字
天
神
一
九
〇

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
門
田
三
一
二

一
プ
リ
ム
ロ
ー
ズ
コ
ー
ト
三
〇
三
号

－

上
岡

寛

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
一
八
号
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〔
一
二
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
西
ノ
内
一
一
一
七

一
、
一
一
一
七

四
五

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
若
宮
一
六

六
フ
ェ
リ
オ
・
カ
シ
ー
タ
Ｂ
一
〇
二

－

小
野

由
博

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
七
五
号
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〔
一
二
二
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う

）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の

。

と
お
り
契
約
の
相
手
方
等
を
決
定
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

特
定
役
務
の
名
称

岡
山
県
立
学
校
公
開
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
通
信
回
線
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務

二

契
約
期
間

令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

岡
山
県
教
育
庁
高
校
教
育
課

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
十
二
月
二
十
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

株
式
会
社
オ
ー
ビ
ス

岡
山
市
北
区
大
内
田
六
七
五
番
地

六

契
約
金
額

、

（

、

）

一
月
一
回
線
当
た
り
三
一

四
六
○
円

う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
二

八
六
〇
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
（
契
約
方
法
）

随
意
契
約

八

随
意
契
約
の
理
由

政
令
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
九
号

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
十
九
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
十
四
の
項
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

倉
敷
市
西
坂
七
六
三
番
一
地
先
か
ら
総
社
市
井
手
九

二
三
番
一
地
先
に
至
る
間

別
表
第
三
の
五
十
八
の
四
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

五
十
八
の
五

総
社
市
道
清
音

総
社
市
中
原
二
九
五
番
一
地
先
か
ら
総
社
市
富
原
三
四
一

神
在
本
線

番
六
地
先
に
至
る
間

五
十
八
の
六

総
社
市
道
東
総

総
社
市
三
須
一
〇
七
七
番
一
地
先
か
ら
総
社
市
中
原
二
九

社
中
原
本
線

五
番
一
地
先
に
至
る
間

別
表
第
三
の
六
十
二
の
九
十
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
十
二
の
九
十
一

臨
港
道
路

イ

倉
敷
市
玉
島
乙
島
八
二
五
九
番
一
七
地
先
か
ら
倉
敷

（
水
島
港
玉
島
地
区
）
補
助

市
玉
島
乙
島
八
二
六
三
番
三
地
先
に
至
る
間

幹
線
臨
港
道
路
四
の
八

ロ

倉
敷
市
玉
島
乙
島
八
二
六
五
番
地
先
か
ら
倉
敷
市
玉

島
乙
島
八
二
六
三
番
二
六
地
先
に
至
る
間

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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